
2025年
7月1日
から

同一の敷地内で、犬や猫を合わせて10頭以上飼養または保管している方
（生後90日以内の子犬･子猫は､頭数に含みません）

届出が必要な方

※ 第一種・第二種動物取扱業者が業として飼う場合などは対象外
※ 届出期限　届出の対象となった日から 30日以内

「多頭飼養届出制度」がはじまり、義務化されます

飼っている方は
犬猫を10頭以上
届出が必要です

豊田市動物愛護センターだより
更新日　令和7年6月24日

届出の様式・制度についてはこちらのページに記載しています 詳しくはこちら

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/sumai/pet/1066274.html

